
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高齢者タクシー券管理用ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
高齢者タクシー券の申請受付事務にかかる管理用ファイ

ルとして利用する。 

記録項目 

1. 宛名番号 

2. 氏名 

3. 生年月日 

4. 住所 

記録範囲 高齢者タクシー券の申請をした者(平成２９年度以降) 

記録情報の収集方法 本人または本人から委任を受けた者(家族・民生委員等) 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 敬老祝い金ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 米寿対象者への祝い金の支給 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４郵便番号、５住所、６

住民となった年月日、７年齢、８隣組名、９宛名番号 

※申請勧奨時１０世帯番号、１１施設、１２支援事業所 

記録範囲 敬老祝金 当該年度の9/15時点で満年齢88歳の者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳、受給者台帳、資格台帳 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

■有 □無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高齢者一覧ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
地域包括支援センター運営委託にあたり、業務内容の遂

行に必要な対象者の情報提供のため 

記録項目 

１行政区、２世帯番号、３個人番号、４氏名、 

５カナ氏名、６性別、７生年月日、８年齢、 

９住所、１０介護認定情報、１１世帯人数 

記録範囲 ６５歳以上の市民 

記録情報の収集方法 市民課から住基データの提供を受け、必要情報を抽出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 各地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

― 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

― 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
― 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 日常生活圏域ニーズ調査対象者 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険事業計画策定のためのニーズ調査のため 

記録項目 

１．氏名  

２．生年月日  

３．性別  

４．住所 

５．電話番号、ＦＡＸ番号 

記録範囲 65歳以上の高齢者から無作為抽出 

記録情報の収集方法 住民記録情報 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 地域包括支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4-1 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 施設入所者申込状況調査ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
市内介護施設へ入所申込され待機されている人数等の確

認 

記録項目 
1.被保険者、2.宛名番号、3.氏名、4.生年月日、5.性

別、6.住所、7.死亡の有無 

記録範囲 入所申込を介護施設へ提出した者 

記録情報の収集方法 市内介護施設からの提供 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 市内介護施設（記録項目のうち、1.3.4.5.7を提供） 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4-1 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

■有 □無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護保険資格者ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険の被保険者を管理する。 

記録項目 

1.被保険者番号、2.氏名（カナ氏名）、3.住所、4.宛名

番号、5.世帯番号、6.性別、7.生年月日、8.年齢、9.介

護番号、10.異動情報、11.資格情報、12.医療保険情

報、13.住所地特例情報、14.生活保護情報 

記録範囲 介護保険の被保険者 

記録情報の収集方法 

住民基本台帳 

12.医療保険情報…被保険者 

13.住所地特例情報…他市町村の介護保険担当 

14.生活保護情報…生活保護担当 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 



□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 給付実績ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 介護サービス利用者の給付実績を管理する。 

記録項目 

1.被保険者番号、2.氏名、3.住所、4.宛名番号、5.世帯

番号、6.性別、7.生年月日、8.年齢、9.介護番号、11.

資格情報、12.要介護認定情報、13.給付実績情報、14.

給付管理票情報、15.高額介護サービス費情報  

記録範囲 介護サービスを利用者 

記録情報の収集方法 
住民基本台帳、受給者台帳 

秋田県国民健康保険団体連合会から実績が送付される。 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 異動連絡票ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 
介護サービス事業所の請求内容に誤りがないか突合する

台帳を整備する。 

記録項目 

1.被保険者番号、2.氏名（カナ氏名）、3.住所、4.郵便

番号、5.性別、6.生年月日、7.資格情報、8.要介護認定

情報、9.公費負担上限額減額、10.支給限度額基準額、

11.居宅サービス計画届出情報、12.利用者・旧措置利用

者負担情報、13.標準負担・特定標準負担情報、14.給付

制限情報、15.特定入所者介護サービス情報、16.社会福

祉法人軽減情報、17.医療保険資格情報、18.住所地特例

情報、19.負担割合  

記録範囲 要介護（支援）認定者、事業対象者 

記録情報の収集方法 資格台帳、受給者台帳、受給減免台帳 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 秋田県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 



□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 賦課台帳ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料賦課情報を管理する 

記録項目 

１被保険者番号、２介護番号、３異動情報、４宛名番

号、５氏名、６生年月日、７住所、８性別、９種別、１

１０取得日、 １１喪失日、１２保険料・算定基礎情

報、１３算定期日・世帯所得情報、１４期割増減情報、

１５特徴年金情報、１６追加補足情報、１７備考情報  

記録範囲 ６５歳以上の人（第１号被保険者） 

記録情報の収集方法 

資格台帳、住民基本台帳、個人住民税情報 

秋田県国民健康保険団体連合会からの特別徴収処理結果

情報 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 秋田県国民健康保険団体連合会（特徴異動情報） 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護保険料徴収簿 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
鹿角市健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料徴収情報を管理する 

記録項目 

１調定年度、２賦課年度、３科目、４宛名番号、５氏

名、６生年月日、７住所、８性別、９異動日、１０異動

理由、１１収納状況、１２備考、１３合併情報他 

記録範囲 ６５歳以上の人（第１号被保険者） 

記録情報の収集方法 賦課台帳、資格台帳 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 被保険者 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護保険料還付処理データ 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料還付情報を管理する 

記録項目 

１被保険者番号、２宛名番号、３対象者氏名、４住所、

５送付宛名、６電話番号、７口座情報、８金額、９理

由、１０還付情報 

記録範囲 介護保険料還付対象者 

記録情報の収集方法 
資格喪失データ、収納状況ファイル、賦課台帳、介護保

険料還付金相続代表届兼口座振込依頼書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

□有 ■無 

□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 



行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 介護保険受給者台帳ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険被保険者の情報を管理する 

記録項目 

１被保険者番号、２介護番号、３異動情報、４宛名番

号、５個人番号、６世帯番号、７年齢、８氏名、９生年

月日、１０住所、１１性別、１２種別、１３取得日、 

１４喪失日、１５申請情報、１６認定情報、１７受給者

全般情報、１８負担割合情報、１９給付制限情報、   

２０施設入退所情報、２１後期・国保情報、２２備考情

報  

記録範囲 

介護保険認定申請書、居宅サービス（予防）計画届出

書、介護保険施設入退所連絡票、介護保険要介護・要支

援申請取下届出書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人から委任を受けた者（介護支援事業所、介

護保険施設） 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 
本人又は本人から委任を受けた者（介護支援事業所、介

護保険施設） 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

■有 □無 



□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 要介護認定者情報ファイル 

行政機関等の名称 鹿角市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
健康福祉部あんしん長寿課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険被保険者の情報を管理する。 

記録項目 

１申請年月日、２申請区分、３保険者番号、４被保険者

番号、５氏名、６性別、７生年月日、８郵便番号、９住

所、１０電話番号、１１取下げ、１２簡素可否、１３合

議体番号、１４認定審査会予定日、１５一次判定、１６

二次判定日・結果、１７認定有効期間、１８特定疾病、

１９障害・認知自立度、２０主治医意見書情報、２１認

定調査情報（障害自立度、認知自立度、尿失禁の可能

性） 

記録範囲 
介護保険認定申請書、介護保険要介護・要支援申請取下

届出書、認定調査票、主治医意見書を提出した者 

記録情報の収集方法 
本人又は本人から委任を受けた者（介護支援事業所）、

介護認定調査員、主治医医療機関 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
介護認定審査会委員（上記記録項目より、被保険者番号

等の個人を特定できる内容を除外） 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）総務部総務課 

（所在地）〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田４－１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
なし 

個人情報ファイルの種別 
■法第60条第2項第１号 

（電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に

該当するファイル 

■有 □無 



□法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 
－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときはその旨 
－ 

備 考  

 


